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大阪府は、農家戸数も耕地面積も東京都に次いで

全国で最も少ない府県である。しかし、大都市圏に

存在する農地の持つ価値は極めて高く、私は、「農空

間」は大気や水と同じように、私たちの生活環境を

豊かにする上で不可欠な「環境財」であると考えて

いる。

大阪府は、このような農空間の持つ公益的機能に

着目し、地域ぐるみで農空間を保全するため、全国

に先駆けて独自の条例を制定し、平成２０年度から

「農空間保全地域制度」をスタートさせた。

私は、大阪府庁で環境、農林水産行政に携わった

経験から、今、（財）大阪府みどり公社に勤務してい

るが、この制度の中で、みどり公社は農地保有合理

化法人としての機能を活かし、大阪の農地を保全す

る上で極めて重要な役割を果たしている。公社の平

成２０年度の取組を紹介することにより、農業施策と

環境施策の統合の必要性と有効性を示すこととした

い。

（注）「農空間」とは、農地、里山、集落及び水路、た

め池などの農業用施設が一体となった地域のこと

を言う。

（１）大阪農業の特色

大阪の農業は、大阪の経済発展と都市化の進展に

とともに、戦後一貫して縮小を余儀なくされ、総農

家戸数は平成１７年の農林業センサスでは２７,８９３戸ま

で減少している。しかもその約６割は自給的農家と

なっている。

しかしながら、江戸時代には大阪が全国有数の棉

作地帯であったことが知られているように、早くか

ら商品作物の栽培が盛んであった大阪農業は、今な

おその伝統を引き継いでいる。都市近郊の立地条件

を生かして、販売農家では施設園芸など集約的な農

大阪の農業・農空間の現状
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お （財）大阪府みどり公社理事長

木　谷　篤　孝

大阪の農業・農空間の保全と大阪の農業・農空間の保全と

みどり公社の役割みどり公社の役割

農家戸数の推移

生産量で大阪府が全国５位以内にある農産物

（注）平成１８年または平成１９年の生産統計による。

（注）自給的農家とは経営耕地面積が３０ａ未満、かつ１
年間の農産物販売金額５０万円未満の農家。
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業経営が営まれ、春菊、小松菜などの軟弱野菜は全

国的にも有数の産地となっており、府民に対して新

鮮な農産物の重要な供給機能を果たしているのであ

る。

特に近年は、食品に対する安全安心志向とＣＯ２削

減の観点から「地産地消」が推進されており、府下

でも農産物直売所が急増し平成２０年には１３８ヶ所に

上るなど、大阪農業に対する府民の期待は大きい。

（２）農空間の現状

大阪平野は戦後急激な都市化に見舞われたが、今

なお、北摂、南河内、泉州地域を中心に府域の１７％

に当たる約３２,５６１ｈａが法に基づき「農業振興地域」

に指定され、みどり豊かな「農空間」を形成してい

る。（平成１９年１２月現在）

しかし、その中心となる農地の面積は年々減少を

続け、平成１９年には１４,４００ｈａ（府域の約７.６％）と

なっている。しかも、昨今は農業担い手の減少と高

齢化の進展により、遊休農地が年々拡大し、平成１７

年には約１,７００ｈａと全農地の１２％を占めている。

近年は、府民ニーズの高まりにより、遊休農地を

活用した市民農園の開設が増加し、平成２１年３月に

は６８５ヵ所、７８ｈａに上っており、このうち、特定農

地貸付法によるもの６９ヵ所、市民農園整備促進法に

よるもの３３ヵ所となっている。（大阪府農政室調べ）

（３）農業・農空間の公益的機能

大阪の農業・農空間は、府民の身近にあって、新

鮮で安心な農産物の供給機能を果たしているだけで

なく、防災、生態系の保全、教育や福祉、健康と生

きがいの提供など多面的な機能を果たしている。大

阪府農政室によるとこれらは１０００億円／年の貨幣価

値を有していると試算されている。

特に、大阪の農空間は、農地に加え約１１,０００ヵ所

のため池と延長約１,５００㎞の農業用水路などが残され

ており、大都市圏の中にあって、ヒートアイランド

現象の緩和や潤いと風格のある景観を形成する上で

も貴重な役割を果たしている。

10 自治大阪 ／ 2010 － 2

耕地面積の推移

耕作放棄地の推移

農空間の多面的機能の貨幣価値

（注）「おおさか農空間づくりアクションプラン（平成
１７年３月）」より
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（１）条例制定のねらい

大阪の農業・農空間は、上述したように、重要な

役割を果たしているにもかかわらず農業担い手と農

地の減少が止まらず、遊休農地が増加していくとい

う厳しい現状に直面している。このため、大阪府で

は、大阪の実情に即した独自の取組により、農業者

だけでなく府民全体で大阪の農業・農空間を守り育

てるため、標記の条例（以下、「新条例」という。）

を制定して平成２０年４月から施行することになった。

新条例は、「基本理念を定め、府の責務並びに農業

者、農業に関する団体、食品産業の事業者及び府民

の役割を明らかにするとともに、府の基本施策を定

めてこれを推進し、農業者をはじめとする多様な都

市農業の担い手を育成し、及び確保し、保全する農

空間を明らかにして遊休農地等の利用を促進し、並

びに農産物の安全性を確保し、もって府民の健康的

で快適な暮らしの実現及び安全で活気と魅力に満ち

たまちづくりの推進に寄与することを目的」（第１

条）としており、

条例に基づく制度として、

①都市農業の担い手の育成確保に関する「大阪版

認定農業者制度」

②農空間の保全と活用に関する「農空間保全地域

制度」

③安全安心な農産物の生産及び供給に関する「農

産物の安全安心確保制度」

の３つの柱を定めている。

（２）農空間保全の仕組み

「農空間保全地域制度」のフローは次頁のとおり

である。

まず、保全すべき農空間を明確化するため、知事

が市町村長と協議し、府内４２市町村を対象に全農地

の８２％に当たる１１,７９０ｈａを「農空間保全地域」とし

て、平成２０年５月に指定している。

次に、市町村単位で関係者による「農空間保全委

員会」を立ち上げ、実態調査に基づき、遊休農地対

策を早期に実施する必要のある区域を「遊休農地解

消対策区域」として指定している。平成２１年３月末

現在、３５市町村で委員会が設置されており、２２の

市町村で合計１,３４６ｈａが対策区域に指定されている。

対策区域に指定されると、遊休農地所有者から

「農地利用計画」が知事に提出され、遊休農地解消方

策が検討される。

（参考）委員会設置状況　３５市町村

（平成２１年３月末現在）

北　部：池田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津

市・島本町・豊能町・能勢町

中　部：枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏

原市・東大阪市・四條畷市・交野市

南河内：富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野

市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河

南町・千早赤阪村

泉　州：堺市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・和

泉市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻

町・岬町

解消方策は、

①自己耕作による解消

②地域住民等の相互協力による利用促進（「農空間

づくり協議会」によるプランづくり）

③農地利用希望者の募集

に分かれるが、知事が③の方式が適当と認めたとき、

農地保有合理化法人である「財団法人・大阪府みど

り公社」（以下、「みどり公社」と略称。）に対し、当

該遊休農地について農地利用希望者に利用権（賃貸

借または使用貸借）が設定されるよう調整を要請す

ることになっている。

（３）遊休農地解消の目標

農林業センサスによる府内の遊休農地は約１,７００

ｈａであるが、大阪府の実態調査によると、農空間保

全区域には約１,０００ｈａが存在している。大阪府は、

平成２０年度からの１０年間でこれを半減し、５００ｈａの

遊休農地を解消するという目標を立てている。

みどり公社は、このうちの約１５０ヘクタールにつ

いて農業担い手または市民農園開設者等への貸付を

担当することになっている。

大阪府都市農業の推進及び農空間の
保全と活用に関する条例の制定
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（１）みどリ公社の機能

財団法人大阪府みどり公社は、大阪の「農林漁業

の振興を図るとともに、自然環境の回復等良好な生

活環境の保全を推進」することを目的に昭和６１年に

設立された大阪府出資の民法法人である。

農業振興以外に、緑化や環境保全に関する業務も

行っているが、農地にかかる業務に関しては、農業

経営基盤強化促進法に基づき、大阪府知事から府域

全域をカバーできる唯一の「農地保有合理化法人」

としての地位が与えられている。

この権能を活用してこれまでに、担い手農家への

農地集積や新規就農者育成を促進するため、泉南市

「かるがもの里」（注）の農地売渡しをはじめ、府域

の農用地の売買・賃貸事業を行ってきた。

（注）みどり公社が大阪府泉南市幡代において平成６年

から約１０年かけて開発造成した約７ｈａの農業団地

の愛称。

新条例に基づき遊休農地の解消を図るには、農地

法の制約があり大阪府自らが農地の貸出事業ができ

ないため、みどり公社が農地保有合理化法人として

持っている「農地の中間保有・再分配」機能の活用

が必要である。特に、ＮＰＯ法人、企業など農地を

所有していない者が農地を借りて市民農園を開設し

大阪府みどり公社の取組
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ようとするときは、特定農地貸付法に基づきみどり

公社が中間保有することが不可欠となっている。

（２）平成２０年度の実績

①新条例による貸出

平成２０年度に知事からの要請に基づき遊休農地

を解消した面積は次のとおり。

目標の１０ｈａには及ばなかったが、条例施行

初年度としてはまずまずのスタートであった。

このうち市民農園は、富田林市東条地区で５０区

画（１区画約８０㎡）、堺市陶の里地区で３０区画

（１区画約２５㎡）、堺市金岡地区で４２区画（１区

画約２５㎡）が開園され、府民に親しまれている。

②貝塚市木積地区の事例

木積（こつみ）地区は昔からタケノコの産地と

して有名であるが、中山間地で農業生産性の低い

地域であったため、平成２年に貝塚市営のほ場整

備事業が導入され、約８５６百万円の事業費をかけ、

平成１３年に８８戸の農家に２８.１ｈａの農地が換地処

分された。しかし、畑が１９.２ｈａと大部分を占め

ていたため営農が続かず、新条例施行時には、約

２割に当たる５.３ｈａが遊休農地となっていた。

この１年間で、みどり公社が賃貸借または使用

貸借を仲介することにより、４.６ｈａで再び農業生

産が開始されることになった。新条例が威力を発

揮して豊かな農空間を取り戻した好事例である。

③研修農園・インキュベート農園事業

みどり公社が借入れ保有している農地を活用し、

府民の「農」への参画ニーズに応え、農作業の実

践を通じた担い手の育成を図るため、研修農園ま

たはインキュベート農園として新規就農希望者に

提供している。

大阪の農業・農空間は、上述したように極めて重

要な意義を有しているが、これを保全していく上で

課題も多い。以下、主な点を挙げておく。

①国の農業政策

全国的にみても農業を取り巻く環境は厳しく、

農業担い手と耕地面積が減少し、耕作放棄地の増

大が続いている。私はその要因として日本の農

業・農地政策のあり方に問題があると考えている。

このまま国土の荒廃と自給率の低下が続けば国の

存亡にかかわる。農業を守ることは国を守ること

である。この認識に立ち、国際競争力のある農業

を育て、我が国の農地を確保していくためには、

農業基本法及びその後継の食料・農業・農村基本

法の下で進められてきた「減反政策」即ち「米の

今後の課題と展望

13自治大阪 ／ 2010 － 2

（注）研修農園は、地元農家の指導を受けながら農作業
を実践し、インキュベート農園は、独自で作業を行
い、農業者として自立するための実践を行う。
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生産調整」の見直しが必要である。自由な耕作を

認め、農地を維持した者に対する支援策が必要で

あろう。

特に大阪では、水田の維持は、景観形成やヒー

トアイランド対策、学習田としての意義も高く、

飼料、バイオ燃料への活用も検討されるべきであ

る。国が減反維持に費やしていた財源は、都道府

県に移譲し独自の農業・農空間施策に充てられる

べきである。

②農地法の改正

日本の農地の確保と利用促進を図るため、農地

法が平成２１年６月に改正され、農地転用を厳しく

し、農地貸借の要件が緩和された。今後は貸借に

よる利用が促進され、遊休農地の減少にも効果が

上がることが期待される。

この点では、農地保有合理化法人であるみどり

公社の役割がますます大きくなるが、農地利用の

実態を把握する市町村農業委員会の役割もより重

大となる。

私の大学の恩師・山岡亮一先生は、戦後、大阪

府農地部の嘱託になって農地解放を指導した先生

であるが、日本の農地解放政策がうまく行ったの

は地域の精通者を活用したからだという話を聞い

たことがある。農地法の実効ある運用は農業委員

会にかかっている。その体制整備と支援策が望ま

れる。

③大阪府の環境政策と農林水産政策

私は、将来の大阪の環境を保全していくには、

農林水産行政と環境行政の施策統合が必要である

と考え、両部局の統合に一役買ったことがある。

あれから１０年が経過し、みどり・都市環境室がで

きるなど統合の成果が随所に見られることは喜ば

しいことである。

しかし、昨今の財政難の影響もあろうが、大阪

府の環境・農林水産施策の予算が年々先細りにな

っていくのはさびしい限りである。府民一人一人

ではできないことをするのが、行政本来の役割で

ある。大阪府政の中で、環境保全施策と農林水産

施策の位置づけをもう一度明確にしてほしいと思

っている。

④みどり公社の課題

みどり公社は大阪府の行政を補完するために設

立された出資法人であるが、府政改革の中でその

位置づけが怪しくなっている。例えば、公務員派

遣法の制約から、大阪府職員の派遣を求めると人

件費が十分に補填されないというジレンマがある。

しかし、大阪の農空間を保全するには、みどり

公社の機能の活用が不可欠である。今後、公社の

事業が継続できるよう財政基盤の確立（基金の造

成など）が必要となる。本来、地域の課題を解決

するには地方政府で独自の財源が用意されるべき

であるが、国から財源移譲がない現状では、国の

施策を活用するしかない。農林水産省に「耕作放

棄地再生利用緊急対策交付金」の予算がある。み

どり公社にこの事業を導入して財源を確保してい

くことが考えられる。

また、今後とも自立して事業を継続するには、

府からの派遣職員に頼らず独自職員の養成も課題

となる。

このように課題が多い中にあって、今、大阪農

業・農空間に対する府民の期待は大きい。将来の食

糧危機、安全安心志向、いきがいと潤い、大阪の元

気づくりと、どれをとっても「農」には追い風が吹

いている。このニーズがある限り、みどり公社を活

用して大阪府の農業・農空間施策が続いていくもの

と考えている。

“大阪を都市砂漠にしてはならない”、これは府民

誰もの願いであり、大阪の豊かな環境を守り育て後

世に伝えることは、今を生きる私たちの責務である。

「農」の営みは土と水と生物の自然循環システムその

ものであるから、農業・農空間を守り育てることは、

環境を保全・創造することと同義語である。特に、

大阪のような都市農業では、「業」にならない「農」

そのものの果たす役割は極めて高い。

大都市圏の農業・農地政策は、環境政策であると

位置づけて、積極的な行政施策の展開を期待すると

おわりに
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ともに、みどり公社が、大阪の農業・農空間の保全

を通じて、今後とも、大阪と大阪府民に貢献し続け

ることを願ってやまない。

資料

１．大阪の農業と農空間　大阪府環境農林水産部

平成２１年４月

２．おおさか農空間づくりアクションプラン　大阪

府環境農林水産部　平成１７年３月

３．大阪府農業史　大阪府農業会議　昭和５９年７月

（参考）
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